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◆光が命を守る！夜光反射材　～暗くなったら身につけましょう～◆
　夜間に発生した歩行者の交通事故は重傷化傾向にあり、その多くは夜
光反射材を着用していれば防ぐことができたと思います。
　町安協等では、高齢者クラブの安全教室の際に夜光反射材の着用の推
進・啓発をしています。

　昨年行ったセーフコミュニ
ティアンケートの結果による
と、反射タスキ等を所持して
いる方は、46.6％でしたが、
そのうち「よく活用している」
という方は15.7％にとどまっ
ています。
　セーフコミュニティ交通安全対策
委員会では、セーフコミュニティシ
ンボルマークの入った腕にまく夜光
反射材（リストバンド）を作成し、
着用の推進を図っていきます。

夜光反射材を着用し、運転者に存在を認識してもらうことで

事故防止につながります！　ご理解ご協力をお願いします！

セーフコミュニティ認証の町“箕輪町”

セーフコミュニティニュース
月 刊
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問合せ先 総務課　セーフコミュニティ推進室　☎79―3111（内線193・195）

難病患者福祉金の支給について
申請受付開始日：10月4日（火）から

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　特定医療費（指定難病）認定患者、小児慢性特定疾患認定患者、人工透析患者及びウイルス肝炎患
者の方に対し難病患者福祉金が支給されます。
　支給の対象となる方は、平成28年10月1日現在、箕輪町に6か月以上在住の方で特定医療費（指
定難病）受給者証等をお持ちの方です。
　福祉金の額は、年額2万5千円です。
　昨年度対象となっていた方には、10月上旬に通知をお送りしますので、必要書類を持参し申請をお
願いします。
　また、特定医療費の対象疾患が平成27年7月1日から306疾患に拡大されたことに伴い、新たに
対象となった方も申請が必要になります。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

問合せ先 福祉課　障がい者福祉係　☎79―3111（内線129）


